
 

問　介護長寿課　☎973-3208

問　介護長寿課　高齢者福祉係　☎973-3208

令和8年度 介護保険料について
大切なお知らせ（65歳以上の方向け）

高齢者向け補聴器購入費を助成します。

　令和7年度税制改正の影響を受け、給与所得控除の最低保
障額が 55万円から65万円 に引き上げられました。しか
し、介護保険財政保護の観点から、税制改正前の「55万円控
除」に基づき介護保険料を算定する特例措置が全国的に実施
されます。これにより、収入等の状況が変化しない場合、保険
料は昨年度とほぼ同じ水準となります。

●65歳以上の方  
●令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で
　うるま市に住民登録がある方  
●令和7年中の給与収入が55万1,000円以上
　190万円未満の方 

●市民税計算では「65万円控除」が適用されますが、
　介護保険料では「55万円控除」を使用して算定します。  
●市民税は非課税であっても、介護保険料では「課税」と
　みなされる場合があります。  
●同世帯の方の市民税課税状況においても、同様の計算
　で判定します。

助成対象者

助成内容

申し込み

注意事項

　市では、聴力の低下により補聴器の使用が必要と認められる高齢者に対し、7月
より補聴器購入費の助成を行います。事前の手続きが必要となりますので、助成
を希望する方は介護長寿課へご相談ください。　     
 

①市内に住所を有している65歳以上の方であること
②住民税非課税世帯であること
③耳鼻咽喉科の医師より、補聴器の使用が必要と意見書を徴することができること
　※障害者総合支援法など他の制度で補聴器の補助・交付を受けることができる方や、
　過去に本助成を受けたことがある場合は、利用できません。

①補聴器本体1台分の購入費として、1人当たり３万円（上限額）を助成します。
②助成は１人１回限りです。

・申し込み開始は7/1（水）です。
・助成希望の方は、事前確認依頼書を介護長寿課 高齢者福祉係へ提出してください。
※要件の確認ができた方には、医師意見書・助成申請書の用紙をお渡しします。

・市の助成決定前に購入した補聴器は、助成の対象になりません。
・診察料、検査料、医師意見書作成料等にかかる費用は自己負担となります。
・予算の範囲内での助成となります。先着上限20名の支給が決定次第終了となります。

7月1日
開始!

対象者
以下の条件すべてに該当する方

注意点
税制改正の影響と介護保険料の判定方法について  

 

問　子育て包括支援課　☎989-0220

子育ての常識は時代とともに少しずつ変わってきました。その時代ごとに、こどもを大切に思いながら育児が行われて
きました。どちらが正しい・間違いではなく、医学的な知識や生活環境が変化する中で、その時代ごとにこどものための
ベストが更新されてきたというだけなのです。
お互いの考えを知ることで、世代間のギャップはぐっと縮まります。「どうしてそう思うのか」を共有できると、親世代
も祖父母世代も、気持ちが少し楽になります。

①子育ての方針を確認しておく
　どんなやり方を大切にしているのかを知るだけで、お互いに安心して関わりやすくなります。
②見守りながら必要な時にサポート
　見守りながら、必要な時にそっと手を貸すスタンスが安心につながります。
③「かつてはこうだった」「今はこうなんだね」と対話する
　どちらの経験も尊重しあうことで、自然と歩み寄りが生まれます。

子育ての考え方における世代間ギャップをこれから一緒に学んでいきましょう。
次回は栄養編を予定しています。

子育ての世代間ギャップあるある
こどもを思う気持ちは同じなのに、世代間で意見が違う…そんな経験ありませんか？

うるベビは、汗を
かきやすいから、

パウダーでサラサラに
してあげよーね。

【子育ての先輩方へ】

ギャップを埋めるための３つのポイント��

[うるベビ]

[うるママ]

[うるおばあちゃん]

サラサラが
気持ちいいのよー。
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ちょっと
考え方が違うかも…

いやいや、
それ今は違うらしいよ。

ちょっと待ってね。
今は保湿してあげる方が
いいって聞いたよ。
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